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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金型を用いて成形材を成形することで成形品を形成すると共に、形状が異なる複数の種
類の前記成形品を形成する成形装置において、
　前記金型は、
　前記成形材が載置される下型と、
　前記成形材を挟んで前記下型に対向して設けられる上型と、を備え、
　前記下型及び前記上型の少なくとも一方は、
　型材となる金型本体と、
　複合材を含んで構成され、前記金型本体と前記成形材との間に設けられ、前記金型本体
に着脱自在に設けられる型材となる複合材型と、
　前記複合材型を、前記金型本体に締結固定する締結部材と、を有し、
　前記金型本体は、何れの前記成形品において共通に使用され、
　前記複合材型は、前記成形品に応じて取り替え可能となっていることを特徴とする成形
装置。
【請求項２】
　前記複合材型は、ピッチ系炭素繊維を含むことを特徴とする請求項１に記載の成形装置
。
【請求項３】
　前記複合材型は、前記成形材と接する面を被覆する耐熱コーティング層を、さらに有す
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ることを特徴とする請求項１または２に記載の成形装置。
【請求項４】
　前記上型及び前記下型に、前記複合材型が設けられる場合、
　前記下型の前記複合材型は、前記上型の前記複合材型に比して高い剛性となっているこ
とを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の成形装置。
【請求項５】
　前記成形品が、補強部材により補強された補強部位を有する場合、
　前記複合材型は、前記補強部位に対応する部位の剛性が、前記補強部位に対応しない部
位に比して高くなっていることを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の成形
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金型を用いて成形材を成形することで成形品を形成する成形装置に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、成形材を成形する成形装置として、上型と下型とからなる成形型を用いて、複合
材をプレス成形する装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１７－４３０９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一般的に、成形型は、金属を加工して形成されており、製造する成形品毎に用意される
。このため、成形品毎に成形型を用意する必要があることから、成形型の製造コストが増
大する可能性がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、成形型の製造コストを抑制しつつ、成形品を好適に成形することが
できる成形装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の成形装置は、金型を用いて成形材を成形することで成形品を形成する成形装置
において、前記金型は、前記成形材が載置される下型と、前記成形材を挟んで前記下型に
対向して設けられる上型と、を備え、前記下型及び前記上型の少なくとも一方は、金型本
体と、複合材を含んで構成され、前記金型本体と前記成形材との間に設けられ、前記金型
本体に着脱自在に設けられる複合材型と、を有することを特徴とする。
【０００７】
　この構成によれば、成形品に対応させて、複合材型を金型本体に付け替えることができ
るため、金型を成形品毎に用意する必要がないことから、金型の製造コストの抑制を図る
ことができる。また、複合材型は、加工が容易であり、また、金属加工と同程度の加工精
度を得ることができることから、精度のよい複合材型とすることができるため、成形品を
好適に成形することが可能となる。なお、成形材としては、例えば、強化繊維及び樹脂を
含む複合材がある。
【０００８】
　また、前記複合材型は、ピッチ系炭素繊維を含むことが、好ましい。
【０００９】
　この構成によれば、ピッチ系炭素繊維は、熱伝導が高い炭素繊維となるため、成形材を
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加熱して成形する場合、複合材型から成形材への熱の伝達を好適に行うことができる。
【００１０】
　また、前記複合材型は、前記成形材と接する面を被覆する耐熱コーティング層を、さら
に有することが、好ましい。
【００１１】
　この構成によれば、複合材型を加工することで、複合材に含まれる強化繊維が、複合材
型の加工面（特に、成形材と接する面）から毛羽立つ場合であっても、耐熱コーティング
層を形成することで、加工面を滑らかにすることができる。このため、成形品を好適に成
形することができ、また、複合材型からの成形品の離形性を高めることができる。
【００１２】
　また、前記上型及び前記下型に、前記複合材型が設けられる場合、前記下型の前記複合
材型は、前記上型の前記複合材型に比して高い剛性となっていることが、好ましい。
【００１３】
　この構成によれば、成形材が載置される下型の複合材型の剛性を高くすることで、成形
材への押圧により下型の複合材型が変形することを抑制できるため、成形材を好適に成形
することができる。
【００１４】
　また、前記成形品は、補強部材により補強された補強部位を有し、前記複合材型は、前
記補強部位に対応する部位の剛性が、前記補強部位に対応しない部位に比して高くなって
いることが、好ましい。
【００１５】
　この構成によれば、剛性の高い補強部位に対応する部位の剛性を高くすることで、成形
材への押圧により複合材型が変形することを抑制できるため、成形材を好適に成形するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、実施形態１に係る成形装置の模式図である。
【図２】図２は、実施形態１に係る成形装置の複合材型の取り替え作業を示す説明図であ
る。
【図３】図３は、実施形態１に係る取り替え後の成形装置の模式図である。
【図４】図４は、実施形態１に係る他の成形装置の模式図である。
【図５】図５は、実施形態２に係る他の成形装置の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、本発明に係る実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施形態
によりこの発明が限定されるものではない。また、下記実施形態における構成要素には、
当業者が置換可能かつ容易なもの、あるいは実質的に同一のものが含まれる。さらに、以
下に記載した構成要素は適宜組み合わせることが可能であり、また、実施形態が複数ある
場合には、各実施形態を組み合わせることも可能である。
【００１８】
［実施形態１］
　実施形態１に係る成形装置１０は、複合材の成形時に用いられるプレス成形装置である
。図１は、実施形態１に係る成形装置の模式図である。図２は、実施形態１に係る成形装
置の複合材型の取り替え作業を示す説明図である。図３は、実施形態１に係る取り替え後
の成形装置の模式図である。
【００１９】
　図１に示すように、成形装置１０は、金型を用いて複合材（成形材）をプレス成形する
ことにより成形品を製造する装置である。複合材としては、例えば、強化繊維及び樹脂を
含む強化繊維基材としてのプリプレグを積層したものである。成形装置１０は、金型１１
と、金型１１を移動させる移動機構１２と、金型１１に組み込まれている加熱機構１３と
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、移動機構１２及び加熱機構１３を制御する制御部１５と、を備えている。
【００２０】
　金型１１は、鉛直方向の上方側に設けられる上型２１と、上型２１に対して鉛直方向の
下方側に設けられる下型２２と、を有している。下型２２は、複合材を載置するダイとし
て機能する凹型の型材であり、上型２１は、下型２２に載置された複合材に対してプレス
をするポンチとして機能する凸型の型材である。複合材は、上型２１と下型２２との間に
配置され、上型２１と下型２２との間に挟み込まれることで成形される。
【００２１】
　上型２１は、上金型本体２５と、上金型本体２５の下方側（複合材側）に設けられる上
複合材型２６とを含んで構成され、上複合材型２６は、図示しない締結部材により上金型
本体２５に締結固定されている。このため、上複合材型２６は、上金型本体２５に対して
着脱自在となっている。上金型本体２５は、金属を用いて構成された型材であり、いずれ
の成形品においても共通に使用されるものとなっている。上金型本体２５は、鉛直方向の
下方側に、上複合材型２６が取り付けられる。上複合材型２６は、上金型本体２６側とは
反対側の面、すなわち複合材に接する側の面が上成形面２７となっている。上複合材型２
６は、複合材を用いて構成された型材であり、成形品に応じて取り替え可能なものとなっ
ている。このため、上成形面２７は、機械加工によって成形品に応じた形状に形成される
。
【００２２】
　下型２２は、下金型本体３１と、下金型本体３１の上方側（複合材側）に設けられる下
複合材型３２とを含んで構成され、下複合材型３２は、図示しない締結部材により下金型
本体３１に締結固定されている。このため、下複合材型３２は、下金型本体３１に対して
着脱自在となっている。下金型本体３１は、金属を用いて構成された型材であり、いずれ
の成形品においても共通に使用されるものとなっている。下金型本体３１は、鉛直方向の
下方側に、下複合材型３２が取り付けられる。下複合材型３２は、下金型本体３１側とは
反対側の面、すなわち複合材に接する側の面が下成形面３３となっている。下複合材型３
２は、複合材を用いて構成された型材であり、上複合材型２６と同様に、成形品に応じて
取り替え可能なものとなっている。このため、下成形面３３は、機械加工によって成形品
に応じた形状に形成される。なお、上型２１に対して受け側となる下型２２の下複合材型
３２は、上複合材型２６に比して高い剛性としてもよい。
【００２３】
　ここで、上複合材型２６及び下複合材型３２は、強化繊維と樹脂とを含んで構成された
複合材を用いて構成されている。上複合材型２６及び下複合材型３２に用いられる強化繊
維としては、例えば、ピッチ系炭素繊維である。ピッチ系炭素繊維は、炭素繊維として一
般的なＰＡＮ系炭素繊維に比して熱伝導性（熱伝導率）が高いものとなっている。また、
樹脂としては、成形される複合材のガラス転位温度よりも高いガラス転位温度となる耐熱
性の高い材料が用いられており、例えば、ＢＭＩ（ビスマレイミド）樹脂が用いられる。
【００２４】
　移動機構１２は、ダイとして機能する下型２２に対して、ポンチとして機能する上型２
１を移動させる機構となっている。移動機構１２は、制御部１５に電気的に接続されてお
り、制御部１５によって上型２１の移動を制御している。
【００２５】
　加熱機構１３は、成形される複合材に対してガラス転位温度以上となるように加熱して
、複合材に含まれる樹脂を熱硬化させている。加熱機構１３は、上金型本体２５の内部に
設けられる上側加熱部３６と、下金型本体３１の内部に設けられる下側加熱部３７とを有
している。なお、実施形態１では、上側加熱部３６及び下側加熱部３７を設けたが、少な
くとも一方を設ければよい。加熱機構１３は、制御部１５に電気的に接続されており、制
御部１５によって加熱機構１３の温度を制御している。
【００２６】
　制御部１５は、移動機構１２を制御して、下型２２に載置された複合材に対して、上型
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２１を移動させ、上型２１と下型２２とにより複合材をプレスする。また、制御部１５は
、加熱機構１３を制御して、プレス状態の複合材を加熱する。これにより、複合材は、プ
レスされた状態で熱硬化されることで成形品となる。
【００２７】
　次に、図２を参照して、上複合材型２６及び下複合材型３２の取り替え作業について説
明する。成形装置１０で成形する成形品（第１成形品という）が、異なる種類の成形品（
第２成形品という）となった場合、成形装置１０では、第１成形品に対応する上複合材型
２６及び下複合材型３２を、第２成形品に対応する上複合材型２６及び下複合材型３２に
取り替える。
【００２８】
　ここで、第１成形品は、例えば、厚さ方向に直交する面において延在する平板形状の成
形品となっている。また、第２成形品は、例えば、屈曲する部位が付与された形状となる
成形品となっている。
【００２９】
　具体的に、取り替え作業を行う場合、先ず、第１成形品に対応する上複合材型２６及び
下複合材型３２と、上金型本体２５及び下金型本体３１とを締結固定している締結部材の
締結を解除する。この後、第１成形品に対応する上複合材型２６及び下複合材型３２を、
上金型本体２５及び下金型本体３１からそれぞれ取り外す。続いて、第２成形品に対応す
る上複合材型２６及び下複合材型３２を、上金型本体２５及び下金型本体３１にそれぞれ
装着する。そして、第２成形品に対応する上複合材型２６及び下複合材型３２と上金型本
体２５及び下金型本体３１とを締結部材により締結することで、上金型本体２５及び下金
型本体３１に、第２成形品に対応する上複合材型２６及び下複合材型３２を締結固定する
。
【００３０】
　図３は、第２成形品に対応する上複合材型２６及び下複合材型３２を装着した成形装置
１０となっている。第２成形品に対応する上複合材型２６及び下複合材型３２は、例えば
、複合材に屈曲した形状を付与して第２成形品を成形する型となっている。
【００３１】
　また、図４は、第３成形品に対応する上複合材型２６及び下複合材型３２を装着した成
形装置１０となっている。第３成形品は、例えば、平板形状となる部位に、補強部となる
リブ部を組み合わせた形状となる成形品となっている。図３では、屈曲する部位が付与さ
れた形状の第２成形品となっており、図４では、リブ部を含む形状の第３成形品となって
いるが、この形状に特に限定されず、いずれの形状の成形品であってもよい。つまり、上
複合材型２６及び下複合材型３２を、いずれの成形品に対応させて用意してもよい。
【００３２】
　以上のように、実施形態１によれば、成形品に対応させて、各複合材型２６，３２を各
金型本体２５，３１に付け替えることができるため、金型１１を成形品毎に用意する必要
がないことから、金型１１の製造コストの抑制を図ることができる。また、各複合材型２
６，３２のみを入れ替えればよいため、金型本体２５，３１に設けられる加熱機構１３ま
たは図示しない冷却装置等の配線を、成形品ごとに付け替えることがないことから、型を
交換する時間を抑制することができる。さらに、通常、複合材成形では、型が十分冷却さ
れるまで脱型できず、次の成形を行うことができない。しかしながら、冷却時に複合材型
２６，３２のみを取り外すことにより、新しい複合材型２６，３２を使用して、次の成形
を行うことができる。このため、成形品ごと取り外した複合材型２６，３２を別の場所で
冷却することができるため、製造時間の短縮、及び冷却効率の向上を図ることができる。
また、各複合材型２６，３２は、加工が容易であり、また、金属加工と同程度の加工精度
を得ることができることから、精度のよい複合材型２６，３２とすることができるため、
成形品を好適に成形することが可能となる。
【００３３】
　また、実施形態１によれば、各複合材型２６，３２に含まれる強化繊維を、ピッチ系炭
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素繊維とすることで、熱伝導性を高めることができるため、加熱機構１３により加熱され
た各金型本体２５，３１から、各複合材型２６，３２を介して、成形される複合材への熱
の伝達を好適に行うことができる。
【００３４】
　また、実施形態１によれば、複合材が載置される下型２２の下複合材型２６の剛性を高
くすることで、上型２１から複合材へのプレス圧により、下型２２の下複合材型２６が変
形することを抑制できるため、複合材を好適に成形することができる。
【００３５】
　なお、実施形態１では、各複合材型２６，３２のそれぞれの剛性について、特に限定し
なかったが、例えば、第３成形品のように、補強部を有する成型品である場合、各複合材
型２６，３２は、補強部に対応する部位の剛性が、補強部に対応しない部位に比して高く
なるようにしてもよい。
【００３６】
　この構成によれば、剛性の高い補強部に対応する部位の剛性を高くすることで、上型２
１から複合材へのプレス圧により、各複合材型２６，３２が変形することを抑制できるた
め、複合材を好適に成形することができる。
【００３７】
　また、実施形態１の成形装置１０において、各複合材型２６，３２を、成形装置１０に
比べて長尺の複合材型とし、複合材型を移動させながら成形を行うことで、成形装置１０
及び金型１１よりも大きな成形品を製造してもよい。
【００３８】
［実施形態２］
　次に、図５を参照して、実施形態２に係る成形装置５０について説明する。なお、実施
形態２では、重複した記載を避けるべく、実施形態１と異なる部分について説明し、実施
形態１と同様の構成である部分については、同じ符号を付して説明する。図５は、実施形
態２に係る他の成形装置の模式図である。
【００３９】
　実施形態２の成形装置５０は、各複合材型２６，３２の各成形面２７，３３のそれぞれ
に、耐熱コーティング層５１を設けたものとなっている。耐熱コーティング層５１は、各
複合材型２６，３２に含まれる樹脂と同一のものであり、例えば、ＢＭＩ（ビスマレイミ
ド）樹脂が用いられる。耐熱コーティング層５１は、各成形面２７，３３の機械加工時に
おいて、各成形面２７，３３が強化繊維で毛羽立つことを抑制するために形成される。こ
のため、耐熱コーティング層５１が形成された各成形面２７，３３は、滑らかな面となる
。なお、耐熱コーティング層５１として、ＢＭＩ樹脂より硬度、耐熱性のある樹脂（ＰＥ
ＥＫ等）を適用してもよいし、金属めっき等を用いてもよいし、無機物の材料を用いても
よい。
【００４０】
　以上のように、実施形態２によれば、各複合材型２６，３２の加工面となる各成形面２
７，３３から強化繊維が毛羽立つ場合であっても、耐熱コーティング層５１を形成するこ
とで、各成形面２７，３３を滑らかにすることができる。なお、耐熱コーティング層５１
には、離形材を含ませてもよい。この場合、金型１１から成形品を離形させる場合、各複
合材型２６，３２からの成形品の離形性を高めることができる。
【符号の説明】
【００４１】
　１０　成形装置
　１１　金型
　１２　移動機構
　１３　加熱機構
　１５　制御部
　２１　上型
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　２２　下型
　２５　上金型本体
　２６　上複合材型
　２７　上成形面
　３１　下金型本体
　３２　下複合材型
　３３　下成形面
　３６　上側加熱部
　３７　下側加熱部
　５０　成形装置
　５１　耐熱コーティング層

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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